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令和４年１０月農業委員会定例総会議事録 

 

 令和４年１０月農業委員会定例総会を令和４年１０月２８日（金）午後３時から 

日向市役所 第１・２・３委員会室において開催する。 

 

 農業委員の出欠 

   出 席 委 員（１４名） 

        １番  股 野 満 男        ２番  細 川 豪 邦 

        ３番  黒 木 耕 作        ４番  治 田   健 

        ５番  那 須 成 章        ６番  鈴 野 淺 夫  

 ７番  松 木 親 則        ８番  甲 斐 英 敎 

        ９番  山 本 孝 志       １０番  溝 口 秀 樹 

       １１番  海 野 善 文       １２番  寺 原   勝 

       １３番  安 藤 嘉 弥       １４番  田 原 千 春 

 

農地利用最適化推進委員の出席者 

   出 席 委 員（１５名） 

       １５番  黒 木 藤 市       １６番  黒 木 豊 喜 

       １７番  黒 木 幸 義       １９番  黒 木 眞壽美 

       ２０番  佐 藤   力              ２１番  菊 田 泰 徳 

       ２２番  山 口 佐知男              ２３番  安 藤 政 廣 

       ２４番  児 玉 恭 司       ２５番  直 野 廣 義 

       ２６番  黒 木 和 男       ２７番  黒 木 義 行       

２８番  赤 木   康       ２９番  矢 野 陸 男       

３０番  橋 口   泉 

 

事務局出席者 

 

 

 

 

事 務 局 長 黒 木 秀 樹 農 地 係 長 柏 田 高 宏 

主 任 主 事 黒 木 信 介 主 任 主 事 井 本 彩 
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日程第１ 議事録署名者の指名 

     ２番委員 細川 豪邦      ８番委員 甲斐 英敎 

 

日程第２  

議案第７５号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第７６号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第７７号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による利用権設定に係る農業委

員会の決定について 

議案第７８号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農地中間管理事業に係る

農業委員会の決定について 

 

 

報告第５５号  農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出について 

報告第５６号  農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出について 

報告第５７号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第５８号  取消願について 

報告第５９号  取下書について 

報告第６０号  農地中間管理事業に伴う配分計画について 

報告第６１号  農地転用許可申請後の許可状況報告について 

報告第６２号  来期農地利用最適化推進委員の地区別募集人数について 
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議事録 

開 会  午後３時００分 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただいまから令和４年日向市農業委員会１０月定例総会を開会し

ます。なお、いつもお願いしておりますが、携帯電話のマナーモードに設定し

てください。また、発言される際は議席番号言ってから発言してください。議

事録作成に支障をきたしますのでよろしくお願いします。 

開会に先立ち報告いたします。本日の会議に、１８番野田正明委員から欠席

の届出がありましたので報告します。 

それでは、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名に２番細川豪邦委員、８番甲斐英敎委員を指名します。 

よろしくお願いします。 

次に議案審議に入ります。 

まず議案第７５号農地法第３条第１項の規定による許可申請についてであり

ます。それでは事務局に説明をお願いします。 

 

受付番号２９、土地の所在地は平岩、畑が1筆で１４８㎡です。 

 譲受理由、譲渡理由ともに贈与で、譲受人は主に畜産業を営まれており、現

在１５，０００㎡を経営されていますので、下限面積を満たしています。 

 農地法第３条第１項の規定による許可申請でございまして、同法の第２項の

各号には該当いたしません。 

  

受付番号３０、３１は関連がありますので併せて説明します。 

土地の所在地はどちらも東郷町山陰で、３０番は田が６筆で４，９５９㎡、

３１番は田が１筆で２４１㎡です。３０番の申請地は、先月の総会で保留案件

となった申請地と同じです。先月の保留案件は、報告第５９号にありますが、

申請の取下願が提出されています。 

譲受理由は新規就農とありますが、３１番はこれまでも譲受人の配偶者が登

記簿上仮登記を行うことで、所有者の許可を得て畑として利用されており、今

回３０番の申請をするにあたり、正式に所有権移転の手続きをするために申請

されたものです。 

３０番の申請地では、造成後に花きや果樹を植え、３１番ではこれまで通り

野菜を栽培されると伺っています。 

また、先月懸念事項とされていました造成につきましては、譲受人が建設業

等を営んでいますので、許可が下りて所有権移転が完了次第、改良届により造

成できるよう、土も準備できているとのことでした。 

譲受人は新規就農であるため、経営面積は０㎡ですが、今回２件の申請地を

合計すると５，２００㎡であるため、下限面積を満たしています。 

 農地法第３条第１項の規定による許可申請でございまして、同法第２項の各

号には該当いたしません。 

  

受付番号３２、土地の所在地は東郷町山陰、地目は畑が１筆で２，２３７㎡

です。譲受理由は規模拡大、譲渡理由は相手方の要望でして、権利の種類は売

買による所有権移転です。 

譲受人は主に畜産業を営む認定農業者ですが、昨年今回の申請地の隣接を購

入しており、１０，８５９㎡を経営しています。今回の申請地も、昨年同様花

きを植えると伺っています。 

農地法第３条第１項の規定による許可申請でございまして、同法の第２項の
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

８番委員 

 

２４番委員 

 

議長 

 

 

 

１４番委員 

 

２５番委員 

 

議長 

 

 

 

１１番委員 

 

１９番委員 

 

議長 

各号には該当いたしません。 

 

受付番号３３、３５は関連がありますので、併せて説明します。３３番、土

地の所在地は美々津町、田が１筆で１２８㎡、畑が１筆で９８５㎡、合計１，

１１３㎡です。３５番は土地の所在地は富高、地目は畑が１筆で３７６㎡で

す。３３、３５の譲受人は親子で、同一経営されているため、経営面積は同じ

８，９００㎡となっています。 

３３番の譲受人は、認定農業者である農地所有適格法人の代表者でもありま

すが、今回の申請は法人としてではなく、個人で家族と営んでいる経営の規模

拡大です。３３番では花き、３５番は野菜を植えると伺っています。  

農地法第３条第１項の規定による許可申請でございまして、同法の第２項の

各号には該当いたしません。 

 

受付番号３４、土地の所在地は平岩、畑が１筆で２２８㎡です。 

譲受人は１０，２７２㎡を経営されている兼業農家です。７月総会でも、同

じ譲渡人、譲受人でご審議いただいたのですが、その際に申請が漏れていたた

め、今回追加で申請されたものです。 

農地法第３条第１項の規定による許可申請でございまして、同法の第２項各

号には該当いたしません。 

 以上７件、皆さんのご審議をよろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。それでは一旦ここで休憩します。 

 

（休憩） 

 

それでは、再開します。 

番号２９および番号３４担当の８番委員および２４番委員から補足があれば

説明をお願いします。 

 

８番委員です。問題ありません。 

 

２４番委員です。問題ありません。 

 

ありがとうございました。 

次に、番号３０および番号３１担当の１４番委員および２５番委員から補足

があれば説明をお願いします。 

 

１４番委員です。事務局の説明どおりで問題ないと思います。 

 

２５番委員です。問題ありません。 

 

ありがとうございました。 

次に、番号３２担当の１１番委員および１９番委員から補足があれば説明を

お願いします。 

 

１１番委員です。問題ありません。 

 

１９番委員です。問題ありません。 

 

ありがとうございました。 
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議長 

 

 

１３番委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

１１番委員 

 

１９番委員 

 

議長 

 

 

１０番委員 

 

２６番委員 

 

議長 

次に、番号３３および番号３５担当の１３番委員から補足があれば説明をお

願いします。 

 

１３番委員です。問題ありません。 

 

 ありがとうございました。 

 ただいま説明のありました案件について、質疑はございませんか。 

ないようですのでお諮りします。 

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。 

全員賛成ですので原案の通りとします。 

 

 次に議案第７６号農地法第５条第１項の規定による許可申請についてであり

ます。それでは、事務局に説明をお願いします。 

受付番号１８、土地の所在地は東郷町山陰、畑が１筆で３，３８８㎡です。 

権利の種類は売買による所有権移転で、転用目的は埋却予定地です。 

申請地は農業振興地域農用地区域に該当しますが、農業用施設用地へ用途区

分を変更しており、農用地利用計画に即した土地利用計画となっています。 

農地法第５条第１項の規定による許可申請でございまして、同法の第２項の

各号には該当いたしません。 

 

受付番号１９から２２は関連がありますので、併せて説明します。 

土地の所在地は幸脇で、地目、地積はそれぞれ記載の通りです。 

譲受人は全て市内の法人で、権利の種類は売買による所有権移転です。転用

目的は産廃施設場内で、追認とありますように、現に産廃施設の敷地内であ

り、既に農地としては長年使われていない場所です。 

申請地は周囲の農地の状況から中山間地に存在する小集団の農地のため、第

２種農地に該当するものと考えられます。 

農地法第５条第１項の規定による許可申請でございまして、同法の第２項の

各号には該当いたしません。 

 以上５件、皆さんのご審議をよろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。それでは、番号１９担当の１１番委員および１９

番委員から補足があれば説明をお願いします。 

 

１１番委員です。問題ありません。 

 

１９番委員です。特に問題ありません。 

 

ありがとうございました。番号１９から２２担当の１０番委員および２６番

委員から補足があれば説明をお願いします。 

 

１０番委員です。問題ありません。 

 

２６番委員です。問題ありません。 

 

ありがとうございました。 
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

８番委員 

 

２４番委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

ただいま説明のありました案件について、他に質疑はございませんか。 

ないようですのでお諮りします。 

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 ありがとうございました。 

全員賛成ですので原案の通りとします。 

次に議案第７７号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による利用

権設定に係る農業委員会の決定についてであります 

それでは、事務局に説明をお願いします。 

 

番号１１、受付年月日が令和４年１０月１４日、土地の所在地は財光寺で、

地目は田、地積は９３４㎡です。 

設定する利用権は賃貸借権で、期間は令和４年１１月１日から２年間、賃金

は反当たり６，０００円です。 

利用権の設定を受ける者は主に水稲を栽培している認定農業者で、現在１

１，８５６㎡を経営されています。家族数は２名、稼働力は２名となってお

り、新規での利用権設定となっています。 

以上１件、皆さんのご審議をよろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

それでは、番号１２担当の８番委員および２４番委員から補足があれば説明

をお願いします。 

 

８番委員です。問題ありません。 

 

２４番委員です。問題ありません。 

 

それではただいま説明がありました案件につきまして、他に質問等はござい

ませんでしょうか。 

ないようですのでお諮りします。 

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。 

全員賛成ですので原案の通りとします。 

次に議案第７８号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農地

中間管理事業に係る農業委員会の決定についてであります。それでは、事務局

に説明をお願いします。 

 

今回、２５件申請が出されていますが、すでに集積しているものの更新とな

りますので、説明は割愛させていただきます。 

田が３２筆で４，３３０㎡、畑が１６筆で１３，５１５㎡です。それぞれの

配分先につきましては、報告第６０号別紙をご覧ください。 

以上２５件、皆さまのご審議をよろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

それではただいま説明がありました案件につきまして、他に質問等はござい

ませんでしょうか。 
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ないようですのでお諮りします。 

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。 

全員賛成ですので原案の通りとします。 

以上をもちまして、議案の審議を終了いたします。 

続きまして、報告５５号から第６２号について、事務局長から報告をお願い

します。 

 

それでは、日向市農業委員会事務局規程による受理通知書の交付等につい

て、ご報告申し上げます。 

先ず、報告第５５号農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出に

ついてであります。 

届出の件数は２件、土地は畑２筆で面積は１８３㎡であります。 

転用目的につきましては、住宅および倉庫であります。 

次に、報告第５６号農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出に

ついてであります。 

届出の件数は１２件、土地は畑１７筆で面積は４，６９２㎡であります。 

転用目的につきましては、住宅、店舗、駐車場であります。 

次に、報告第５７号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてであ

ります。 

届出の件数は２件、土地は田２０筆で面積は１７，５６０㎡であります。 

次に、報告第５８号 取消願についてであります。 

届出の件数は１件、農地法第５条第１項第７号の規定の届出を取り消すもの

です。 

次に、報告第５９号取下書についてであります。 

３件は依頼者の希望により願出人から取下書が提出されました。 

１件は権利移動後の用途を正確にするため取下書が提出されました。 

次に、報告第６０号農地中間管理事業に伴う農地配分計画についてでありま

す市農業畜産課から提供された情報であります。 

５８件、田２８筆、畑２８筆で面積は１１３，６７８㎡の農地配分が行われ

ております。 

詳細につきましては、報告第６０号別紙をご覧ください。 

次に、報告第６１号 農地転用許可申請後の許可状況報告についてでありま

す。 

次に、９月の定例総会にて可決した４条申請２件と５条申請３件が県知事許

可されています。 

最後に、報告第６２号 来期農地利用最適化推進委員の地区別募集人数の報

告についてであります。 

９月２７日の第１回選考委員会において第３区と４区の割り当て見直しが決

定しましたので、ご報告申し上げます。 

現在、推進委員が担当する地区は第１区から第１１区に分けられておりま

す。 

推進委員の割り当ては、第３区の塩見は面積２９６ｈａで３人、財光寺は面

積６６ｈａで１人を、第４区の平岩、幸脇は３９２ｈａで２人となっておりま

す。 

次に、令和元年から今年９月までの案件数を見ますと、ご覧のように平岩・

幸脇は２人で１３７件を処理しております。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

面積と案件数の両面から見て、隣接する３区と４区の不整合を整える必要が

あると判断しました。次の３つが変更になります。 

１．現在の第３区の塩見と第４区の財光寺を合区して第３区とし、割り当て

を３人とします。 

２．現在の第５区以降を繰り上げ、全１１区を全１０区とします。 

３．新たな第４区平岩・幸脇への割り当てを３人とします。 

以上ご報告申し上げます。 

 

ありがとうございました。 

それではただいまの報告につきまして、ご意見、ご質問等はございませんで

しょうか。 

質問等もないようですので、これをもちまして全ての会議の日程を終了しま

すとともに、議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがとうございまし

た。 

 


